
税制上の優遇措置についてのご案内 

～ACC21 へのご寄付は、税制上の優遇措置の対象となります～ 
 

 個人からのご寄付  

① 所得税の控除 

 

 
 

 

 

 

 

 東京都民税の控除

 

  

 

 

 

  



 

 

 

法人からのご寄付  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 相続財産によるご寄付  

 

 

 

mailto:info@acc21.org

